
所
得
税
や
市
県
民
税
の
申
告
の
際
に
、
障
害
者
手
帳
・
療
育
手
帳
を
提

示
す
る
と
障
害
者
控
除（
特
別
障
害
者
控
除
）を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ま
た
、
障
害
者
手
帳
・
療
育
手
帳
を
持
っ
て
い
な
く
て
も
、
６５
歳
以
上

の
か
た
で
障
害
の
あ
る
か
た
は
、
福
祉
事
務
所
長
が
認
定
す
る
と
認
定
書

の
提
示
に
よ
り
そ
の
控
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
認
定
書
の
申
請

受
付
と
交
付
は
長
寿
支
援
課
で
行
い
ま
す
の
で
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

平
成
１３
年
分
所
得
税
や
平
成
１４
年
度
市
県
民
税
の
障
害
者
控
除
（
特
別

障
害
者
控
除
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
か
た
は
、
認
定
書
を
持
参
の
う
え
、

税
務
課
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
所
得
税
の
控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
か
た

は
税
務
署
へ
直
接
相
談
し
て
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。

問
長
寿
支
援
課
�
４９
―
３
１
１
１（
内
線
４
０
６
）
税
務
課（
内
線
２
１
６
）

対
象
と
な
る
軽
自
動
車
税
な
ど

�
４
月
１
日
現
在
で
、
身
体
障
害
者
手

帳
、
戦
傷
病
者
手
帳
、
療
育
手
帳
、

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
（
通
院

医
療
費
の
公
費
負
担
番
号
が
記
載
さ

れ
て
い
る
も
の
に
限
る
）
の
交
付
を

受
け
て
い
る
か
た
で
、
本
人
が
所
有

し
て
い
る
軽
自
動
車
な
ど
。
障
害
の

区
分
・
級
別
に
よ
っ
て
は
、
該
当
し

な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。
た
だ
し
、

身
体
障
害
者
が
１８
歳
未
満
ま
た
は
精

神
障
害
者
の
場
合
は
、
家
族
の
か
た

の
名
義
の
も
の
も
対
象
と
な
り
ま
す
。

�
本
人
が
運
転
す
る
軽
自
動
車
な
ど
。

な
お
、
家
族
の
か
た
な
ど
生
計
を
一

に
す
る
か
た
や
障
害
者
の
み
で
構
成

さ
れ
て
い
る
世
帯
に
属
す
る
身
体
障

害
者
な
ど
を
常
時
介
護
す
る
か
た
が

運
転
す
る
も
の
も
対
象
に
な
り
ま
す
。

※
身
体
障
害
者
な
ど
１
人
に
つ
い
て
自

家
用
自
動
車
１
台
が
対
象
で
す
。

※
障
害
者
の
か
た
の
通
院
、
通
学
、
通

所
、
仕
事
の
た
め
に
使
用
す
る
車
に

限
り
ま
す
。

※
申
請
に
必
要
な
も
の
な
ど
は
税
務
課

に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

申
請
期
限
・
５
月
２４
日
（
金
）

申
請
場
所
・
市
役
所
税
務
課
諸
税
係

問
税
務
課

�
４９
―
３
１
１
１

（
内
線
２
１
２
、
２
２
４
）

例年この時期は空気が乾燥し山火事が起こりやすく
なります。野山へ出かけたら、火の取り扱いには細
心の注意を払ってください。

山火事注意！！

５月は山火事予防運動実施期間です。

『 火を消して 森を消さない 心がけ 』

６５
歳
以
上
で
障
害
の
あ
る
か
た
へ

福
祉
事
務
所
長
の
認
定
で

所
得
税
・
市
県
民
税
の
控
除
が
受
け
ら
れ
ま
す

・・たたばばここのの吸吸いい殻殻をを絶絶対対にに捨捨ててなないい。。
・・火火遊遊びび、、たたきき火火ははややめめままししょょうう。。
・・ああぜぜ焼焼ききははややめめままししょょうう。。

障
害
者
の
か
た
な
ど
の
軽
自
動
車
税
を
減
免
し
ま
す

（（昨昨年年のの植植樹樹祭祭））

皆さんの参加を
お待ちしています！！

第１８回大館市植樹祭
今回は、矢立小学校の５・６年生などが参

加して山桜、ブナ、ミズナラ、梅など広葉樹
９０本を植樹します。
と き ５月２４日（金） １０時３０分～
ところ 矢立小学校スキー場跡地
※会場付近は駐車できません。矢立公民館臨
時駐車場をご利用ください。

問 農林課 �４９―３１１１（内線２０８）

広報大館２００２．５．１�


